
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年１月２９日 

第５回三次市総合計画審議会資料 

三次市総合計画 
【概要版イメージ】 

 



１ 総合計画の策定について 

【総合計画策定の趣旨】 

本市は平成１８年に，「三次市総合計画－みよし百年物語－」を策定し，まちづくりの基

本理念に「市民のしあわせ」を掲げ，こども，健康･福祉，文化･学習，産業･経済，環境，都

市の６項目を柱に，市民との協働のまちづくりを推進してきました。 

しかしながら，人口減少・少子高齢化は進行しており，この現実に向き合い，人々のしあ

わせな生活を守り，その取組の中で新たな可能性を発展させていくことが求められていま

す。 

人口減少・少子高齢化という厳しい現実に直面している今こそ，三次市の持つ無限の可能

性と市民一人ひとりの力を信じ，知恵を出し合い，力を合わせて，新たな取組に挑戦してい

かねばなりません。そのための本市の未来を拓く指針として，この総合計画を策定しまし

た。 

 

２ 計画の位置づけと構成 

総合計画は，「三次市まち・ゆめ基本条例」に定めるまちづくりの基本理念を具現化するもの

であり，市民みんながまちづくりに関する目的や目標，その実現のための道筋を共有し，協働し

て取り組むための総合的な指針として策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

計画の期間は，平成２６年度から平成３５年度までとします。 

なお，社会情勢の変化やまちづくりの進捗等に対応するため，必要に応じて検証を行います。 

【計画の実施とＰＤＣＡサイクル】 
 

 

【三次市総合計画】 

 

まちづくりの取組（施策体系） 

まちづくりの基本的方向 

【三次市まち・ゆめ基本条例】 

【まちづくりの基本理念】 「市民のしあわせの実現」 

社会経済潮流の変化 まちづくりの主要な課題 

重点的な取組 

点検（Check）
【行政評価】 

計画（Plan） 
【実施計画】 

改善（Action） 
【取組の見直し】 

実施（Do） 
【取組の実行】 



４ まちづくりの基本的方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【まちづくりの基本理念】 「市民のしあわせの実現」 

まちづくりの取組の柱 

【めざすまちの姿】 

しあわせを実感しながら，住み続けたいまち 

～中山間地の未来を拓く拠点都市・三次～ 

重点的な取組 
 

ま
ち
づ
く
り
の
課
題

社
会
状
況
の
変
化 

拠点性を活かした
未来の開拓 

人口減少･少子高齢
社会への挑戦 

協働による 
地域づくり 

女性の就労と 
子育ての両立 

ひとづくり 

くらしづくり 

環境づくり 

仕事づくり 

し
く
み
づ
く
り 

大切に 
 したいこと 

参加 

行動 

まちづくりの 

基本的視点 

誇 り 

共 生 

拠点性 



５ 重点的な取組 

本市はこれまで，広域道路網や情報ネットワーク，美術館や市民ホールなど，都市機能を担う

社会基盤の整備を進めてきました。今後は，まちづくりをより効果的に進めるため，集積した機

能を市民全体の財産として活用しつつ，次のソフト事業に重点的に取り組みます。 

 

 

(1) 人口減少･少子高齢社会に挑戦します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 女性が働きながら子育てできる環境 日本一をめざします 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 人口減少・少子高齢化が進む地域を守ります 

・ 人口減少・少子高齢化の進行がより顕著な地域を守るための取組を進めるとと 

もに，地域を発展させる新たな可能性の開拓に努めます。 

  ○ 地域の特性･個性を活かした地域づくりを進めます 

・ 住み慣れた地域で暮らし続けるために，地域の状況に応じた取組を進めます。 

(関連施策) 

・ 人口減少が顕著な地域の定住促進に取り組みます。 

・ 地域や事業所等と連携し，生活サービスを提供するしくみをつくります。 

・ 在宅生活を支える「地域包括ケアシステム」を構築します。  

・ 高齢者の知識・経験・技能を活かした地域づくりを進めます。   など 

 ○ 仕事と家庭が両立できるまちづくりを進めます 

・ 活力あるまちづくりには，女性の力が欠かせません。女性の多様な選択，チャレ

ンジを支援し，女性が元気なまちを創ります。 

○ 女性を輝かせる企業・事業者等を応援します 

・ 企業・事業者の仕事と家庭の両立支援の取組や女性の活躍促進を後押しします。

 (関連施策) 

・ ０歳児保育を拡充します。 

・ 小学校６年生までの子どもの放課後の居場所をつくります。 

・ 女性の起業者を対象としたＳＯＨＯを創設し，働く女性がつながる場・機会を 

つくります。 

・ 子育てなどで仕事のブランクのある女性の学び直しを支援します。  など 



 

 

 

 

 

(3) 市民の力を引き出し，地域づくりにともに取り組みます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 拠点性を活かして三次の未来を拓きます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 三次市の拠点性を高める取組を進めます 

・ 中国縦貫自動車道と中国横断道尾道松江線が描く交差点は，中国地方の結節点でも

あります。医療や物流など，広島県の北部にとどまらず，新たな可能性の創出をめざ

します。 

(関連施策) 

・ ２０２０東京オリンピック事前合宿を誘致します。 

・ 市立三次中央病院を拠点とした地域完結型医療を実現します。 

・ 拠点性を活かした企業誘致を推進します。 

・ 地理的優位性を活かした商業圏域の確保・拡大に取り組みます。 

・ 市内の観光資源の魅力を高めるとともに，広域連携による圏域全体の魅力向上に取 

り組みます。 

・ 豊かな自然環境と都市機能の集積の両方がある三次の住みやすさをＰＲし，定住・ 

交流を促進します。 

 

 ○ 美しい風景・魅力的なまちを後代に引き継ぎます 

・ 未来の三次市民により良い三次市を引き継ぐために，歴史や文化，生活環境，産業

など地域の魅力と価値の増進をめざします。 

 

○ 市職員による地域応援隊を設置し，地域を全力でバックアップします 

・ 市民と行政の垣根を低くして，市民の熱意と活力が，市の発展に直接につながる 

まちづくりに努めます。 

(関連施策) 

・ 桜１万本植樹など美しいまちづくりに取り組みます。 

・ 祭り，神楽など伝統文化の継承と保護に取り組みます。 

・ 様々な機会・局面で市民や市民団体等との対話を行います。 

・ 市役所職員による地域応援隊を組織します。           など 



 

 

 

 

 

 

 


